
 

 

 

 

第３回防災部会資料 

（平成 23 年 7 月 6 日開催） 

 

 

 

参考資料 

 

 

 

 

 

平成 23 年 7 月 22 日 

国土交通省港湾局 

平成 23 年 7月 22 日

交通政策審議会 

第 45 回港湾分科会 

資料 3（参考資料）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

はじめに 

○諮問の内容 

○港湾分科会防災部会の位置付け 

○港湾の復旧・復興方針「産業・物流復興プラン」 
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諮問の内容 

 
 
①津波高さが防波堤や防潮堤等の設計外力を大きく上回り、背後地や施設に甚大な被害。 
 
②避難計画等を定める地域防災計画における想定をも上回り、多くの人命が失われた。 

今回の津波の特徴 

 
 
①施設の被災要因や防護効果の検証 
 
②地域の実情に応じた産業やまちづくりとも連携した被災港湾の復旧方針 
 
③東海･東单海･单海地震対策等の被災想定地域における津波からの防護水準や防護方式 
 
④発災後に港湾の役割を果たすための津波対策 
 ＜港湾の役割＞ 
  １）地域の人々の生活を支える交通拠点 
  ２）我が国の経済を支える産業・物流拠点 

港湾分科会防災部会における検討 

港湾における総合的な津波対策のあり方 2 



港湾分科会防災部会の位置付け 
東日本大震災復興構想会議 
＜事務局＞ 内閣官房 
＜メンバー＞五百旗頭防衛大学校長、御厨東大教授、他 
＜政府側出席者＞内閣総理大臣、内閣官房長官、他 
＜検討事項＞ 
・東日本大震災による被災地域の復興に向けた指針策定 
＜スケジュール＞ 
・６月２５日 「復興への提言～悲惨の中の希望～」とりまとめ 

中央防災会議 

東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に
関する専門調査会 
＜事務局＞ 内閣府（防災） 

＜検討事項＞ 

・今後の地震動推定・被害想定のあり方 

・今後の地震・津波対策の方向性 

＜スケジュール＞ 

・６月２６日「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策
に関する専門調査会 中間とりまとめ ～今後の津波
防災対策の基本的考え方について～」とりまとめ 

・秋頃 専門調査会とりまとめ 

港湾分科会 防災部会 
＜事務局＞ 国土交通省 港湾局 

＜検討事項＞ 

・全国の港湾における津波防災対策の総合的な方針の策定 

＜スケジュール＞ 

・７月６日 「港湾における総合的な津波対策のあり方」（中間と
りまとめ） 

・年末 答申 

海岸における津波対策検討委員会 
＜事務局＞ 海岸省庁（農林水産省農村振興局、水産庁、

国土交通省 河川局、港湾局） 

＜検討事項＞ 

・被災地における海岸保全施設の復旧の基本的考え方 

＜スケジュール＞ 

・９月 最終報告 

被災港湾における地域協議会 
・港湾毎の復旧復興方針の策定 

都市局 
・津波被災市街地の復興手法に関する調査検討 

地方公共団体 
・震災復興基本方針 

・地域防災計画 

社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会合同会議 

７月６日 「津波防災まちづくりの考え方」とりまとめ 
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各港に設置された協議会において策定された「産業・物流復興プラン」に基づき、岸壁・防波堤等の早期復旧、避難体制
の構築や土地利用の見直しなど、産業の立地状況や背後のまちづくりと連携したハード・ソフトの総合的な対策を推進 

 

 臨海部のみならず内陸部も合わせた東北地方全体の産業の
空洞化を防ぎ、経済復興を実現するため、 

■製造業等の操業再開に必要な原材料や製品の輸送拠点 

■火力発電所などの燃料となる石炭・石油などの受入拠点 

としての港湾の早期機能回復が必要 

各港設置の協議会における検討 

国 

港湾管理者等 
地方公共団体 
（県・市町村） 

港湾周辺立地
企業 

港湾利用者 

産
業
復
興
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向
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旧
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興
対
策
の
推
進 

港湾における 
｢産業・物流復興プラン｣の策定 

港湾計画
の変更 

津波来襲時の港湾
の事業継続計画
（港湾BCP）策定 

産業復興に合わせ
た復旧計画の推進 

港湾における 
津波防災対策 

 背後の産業の早期復旧とその継続性を確保するため、 

■防波堤、防潮堤等の計画的復旧による津波からの防護 

■港湾の事業継続計画（港湾BCP）の策定 

等のハード・ソフトの総合的な対策による災害に強い港湾
づくりが必要 

『エネルギー』、 『石油化学』 、『製紙』、『木材』、『飼料』、『鉄鋼』、『セメント』などの産業機能が立地する  
港湾の早期かつ集中的な復旧を図るとともに、産業機能の回復を目指して災害に強い港湾づくりを行う。 

災害に強い港湾づくりの必要性 港湾機能の早期回復の必要性 

八戸港 

久慈港 

宮古港 

釜石港 

大船渡港 

石巻港 

仙台塩釜港 

相馬港 

小名浜港 

日立港 

常陸那珂港 

大洗港 

鹿島港 

港湾の復旧・復興方針「産業･物流復興プラン」 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

１．東日本大震災における被害状況と津波防災施設の役割の評価 

（１）東日本大震災における港湾被害の概要 

○東北地方太平洋沖地震及び津波の概要 

○これまでの中央防災会議における想定津波高と今
次津波の比較 

○港湾における地震動スペクトルの比較 

○港湾施設、海岸保全施設の被災形態の例 

○漂流物の状況 

（２）津波防災施設の被災メカニズム 

○被災メカニズム 

（３）津波防災施設の役割の評価 

○東北地方の死者・行方不明者数 

○釜石港の浸水状況 

○釜石港湾口防波堤の減災効果 

○釜石港湾口防波堤による６分の遅延効果に対する
試算 
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仙台塩釜港（塩釜港区） 
震度6強 

気象庁の公表資料より国土交通省港湾局作成 

震源地、マグニチュード、震度分布 津波の高さ及び到達時間※ 

八戸港 震度5強 

久慈港 震度5弱 

宮古港 震度5強 

釜石港 震度6弱 

大船渡港 震度6弱 

石巻港 震度6弱 

仙台塩釜港（仙台港区）  
震度6強 

相馬港 震度6弱 

小名浜港 震度6弱 

茨城港（日立港区） 
震度6強 茨城港 

（常陸那珂港区）     
     震度6弱   

茨城港（大洗港区） 
震度5強 

鹿島港 震度6弱 

室蘭港 震度3 

函館港 震度4 
苫小牧港  
震度4 

むつ小川原港  
震度4 

十勝港 震度4 

釧路港 震度4 

× × 
× 

× 

× 

× 

2011年3月11日 

15時08分 M7.4 

2011年4月7日 

23時32分 M7.1 

2011年3月11日 

14時46分 M9.0 

2011年4月11日 

17時16分 M7.0 

2011年3月11日 

15時15分 M7.7 

凡例             

   : 国際拠点港湾、 

    重要港湾の位置 

 × : 震源地（M7.0以上） 

東北地方太平洋沖地震及び津波の概要 

八戸港 

久慈港  

宮古港  

釜石港 

大船渡港 

石巻港 

仙台塩釜港（塩釜港区）  

仙台塩釜港（仙台港区） 

相馬港 

小名浜港  

茨城港(日立港区) 

茨城港(常陸那珂港区)  

茨城港(大洗港区) 

鹿島港  

苫小牧港 

室蘭港 

函館港 

むつ小川原港 

釧路港 

十勝港 

未調査 

津波の高さは気象庁の公表資料、海岸工学委員会の調査結果および日本津波被害総覧（1985）
より国土交通省港湾局作成。津波到達時間は気象庁及び港湾局の観測による。 

○今回の津波の特徴として、津波高さが防波堤や防潮堤等の設計外力を大きく上回り、背後地や施設に甚大な
被害を与えた。また、避難計画等を定める地域防災計画における想定をも上回り、多くの人命が失われた。 

※津波高さは港内の代表的地点の値、到達時間は東北地方太平洋沖地震の発生（14:46）
から津波の最大波が到達した時間で港周辺の計測地点における値。 

2011年3月11日 

15時25分 M7.5 

＜津波の高さ（ｍ）＞ 

533 

71 

91 

320 

529 

59 

39 

53 

釧路港

十勝港

苫小牧港

室蘭港

函館港

むつ小…

八戸港

久慈港

宮古港

釜石港

大船渡港

石巻港

仙台塩…

仙台塩…

相馬港

小名浜港

茨城港…

茨城港…

茨城港…

鹿島港

＜最大波到達時間（分）＞ 
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これまでの中央防災会議における想定津波高と今次津波の比較 

【出典】中央防災会議資料（H23.4.27） 
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港湾における地震動スペクトルの比較 

【出展】港湾空港技術研究所調査結果 

○一般に0.3-1Hz前後の周波数帯のスペクトルが高い場合、港湾構造物への被害が大きくなる。 

○今回の地震に関する当該周波数帯のスペクトルをみると、釜石港や仙台塩釜港に比べて、单
部に位置する小名浜港で卓越していた。 

＜釜石港＞ ＜仙台塩釜港＞ ＜小名浜港＞ 
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防波堤の代表的被災例（八戸港 八太郎地区 北防波堤） 

先端部 

港湾施設、海岸保全施設の被災形態の例 
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防波堤の代表的被災例（釜石港 湾口防波堤） 

北堤（990m） 

ほぼ全壊 

单堤（670m） 

２２函のうち、１２函が
倒壊・崩壊 

北堤 

港湾施設、海岸保全施設の被災形態の例 

10 



岸壁の代表的被災例 

（仙台塩釜港（仙台港区）向洋地区高砂コンテナターミナル高砂２号岸壁（-14m） ） 

エプロン沈下、法線はらみ出し 

ガントリークレーン 
のレール 

数カ所で 
1m程度の沈下 

港湾施設、海岸保全施設の被災形態の例 
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液状化による沈下 
（最大で約1.0m） 

岸壁先端部からの埋め 
立て土砂の流出 

岸壁の代表的被災例（茨城港日立港区 第４埠頭岸壁（-12m） ） 

港湾施設、海岸保全施設の被災形態の例 
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港湾施設、海岸保全施設の被災形態の例 

押し波が被災要因と考えられる例 引き波が被災要因と考えられる例 

堤体が陸側に倒壊 
（写真：大船渡港海岸茶屋前地区） 

堤体が海側に倒壊 
（写真：大船渡港海岸永浜地区） 

海側が洗掘 
（写真：釜石港海岸須賀地区） 

陸側が洗掘 
（写真：八戸港海岸八太郎地区） 

陸閘が海側に破損・流出 

 （写真：釜石港海岸須賀地区） 

陸閘が陸側に破損 

 （写真：宮古港海岸高浜地区） 

護岸天端高T.P.+4.7 

近傍痕跡高T.P.+8.03 胸壁天端高T.P.+4.00 

近傍痕跡高T.P.+8.64 

防潮堤天端高T.P.+3.40 

近傍痕跡高T.P.+8.07 

防潮堤天端高T.P.+3.00 

近傍痕跡高T.P.+10.02 

付近防潮堤の天端高 

T.P.+8.50 

近傍痕跡高T.P.+9.84 

胸壁天端高T.P.+4.00 

近傍痕跡高T.P.+7.61 

注）全ての写真に記載した近傍痕跡高は
付近で観測された値であり、必ずしも施
設直近の津波高ではない、 
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荷役機械が被害を受けた例 上屋が被害を受けた例 

（写真：大船渡港山口地区水門） 

（写真：釜石港） アンローダー倒壊（写真：仙台塩釜港（仙台港区）） 

（写真：仙台塩釜港（塩釜港区）海岸通・港町地区） 

電気設備が被害を受けた例 漂流物により被害を受けた例 

港湾施設、海岸保全施設の被災形態の例 

前面岸壁天端高 

T.P.+3.1 

近傍痕跡高 

T.P.+7.48 

前面岸壁天端高 

T.P.+3.0 

近傍痕跡高 

T.P.+7.61 

防潮堤天端高 

T.P.+3.10 

近傍痕跡高 

T.P.+9.55 

防潮堤天端高 

T.P.+2.69 

近傍痕跡高 

T.P.+3.58 
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画像取得日 ：2011/3/12

0 2000m1000m500m

凡例

○：船舶

○：オイルタンク

（消失しているが、移動先は不明）

●：主な座礁した船舶等

（座礁漂流している船舶は、写真判読より78隻確認

表示は一部．）

※実線は被災後の位置，点線は被災前の想定位置を示す．

2011年3月12日 撮影（国土地理院）

船舶：1隻

120m

船舶：1隻（漂流）

船舶：1隻（漂流）移動300ｍ（想定）

移動2000ｍ（想定）

被災前 被災後

船舶：1隻

１

2 3

4

5
6

7
8

9

10

1000m

ビデオより移動距離を想定。

番号は移動順序を示す

0

被災前

被災後

漂流物の状況（釜石港） 
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漂流物の状況（石油タンクの流出） 

（３月12日 現地調査団撮影） 

漂着した重油タンク  ３月28日撮影（港湾空港技術研究所資料より） 

気仙沼湾口部における重油タンクの漂流 

（港湾空港技術研究所資料より） 

○気仙沼港の例 
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港外側 

港内側 

＜ナローマルチビームによる被災状況確認結果＞ 

津波に押され、マウンドを崩しながら滑落 

マウンドの洗掘により
ケーソン同士がもたれあ
うように傾き、マウンドを
削りながら、滑落 

津波の押波でマウンド上から転落 

全体的に沈下しているもののケーソンはそのまま 

マウンドの洗掘により、1/4程度のケーソ
ンがマウンドから転落 

被災メカニズム（湾口防波堤） 

② 水位差によりケーソンに強い
水平力が働くとともに、目地部
に強い流れ発生 

③ 強い流れでケーソンが押され
たり、マウンドが洗掘され、
ケーソンがマウンドから滑落 

港外側 

港内側 

+10.8 m 

+2.6 m 

水位差8.2 m 

① 防波堤が津波を堰止め、ケー
ソン前後で8.2mの水位差発生 

＜被災メカニズム＞ 

17 



被災メカニズム（胸壁） 

押し波による洗掘（または倒壊） 

引き波による洗掘 倒壊 

押し波越流
時の洗掘 

引き波越流
時の洗掘 

引き波時の洗掘
による倒壊 
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緩傾斜護岸 

被災メカニズム（護岸）  

押し波による倒壊 

引き波による洗掘・倒壊 

押し波時砕波に
よる衝撃波力 

引き波時洗掘に
よる倒壊 
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次の２ケースが考えられる。 
• 押し波時に上向けの衝撃
的な波力と浮力により扉が
ガイドより外れ陸側に押し
流されたケース 

• 引き波で一旦沖側に流され
た後、次の押し波で陸側に
流されたケース 

 
引き波によ
る流失が考
えられる 

被災メカニズム（陸閘）  

陸
閘 

堤
防 

陸
閘 

堤
防 

（海側） 

（陸側） 

引き波による沖側への流失
（続く押し波で陸側に移動し

ている可能性もある） 

衝撃的波力＋揚圧力による
陸側への流失 20 



東北地方の死者・行方不明者数 
宮城県 

死者 8,842 

市町村 死者数 死亡率 

石巻市 2,479 1.54% 

東松島市 831 1.94% 

名取市 725 0.99% 

気仙沼市 644 0.88% 

仙台市 610 0.06% 

本吉郡单三陸町 374 2.15% 

牡鹿郡女川町 360 3.58% 

亘理郡山元町 343 2.05% 

亘理郡亘理町 190 0.55% 

岩沼市 137 0.31% 

多賀城市 102 0.16% 

宮城郡七ヶ浜町 78 0.38% 

塩竈市 43 0.08% 

大崎市 13 0.01% 

登米市 12 0.01% 

その他（涌谷町等） 70 － 

行方不明者 6,515 － 

岩手県 

死者 4,302 

市町村 死者数 死亡率 

陸前高田市 898 3.85% 

釜石市 596 1.51% 

下閉伊郡山田町 454 2.44% 

上閉伊郡大槌町 432 2.83% 

宮古市 375 0.63% 

大船渡市 273 0.67% 

九戸郡野田村 26 0.56% 

下閉伊郡田野畑村 17 0.44% 

気仙郡住田町 12 0.19% 

その他（盛岡市等） 40 － 

行方不明者 3,401 － 

福島県 

死者 1,496 

市町村 死者数 死亡率 

相馬市 304 0.80% 

单相馬市 270 0.38% 

いわき市 187 0.05% 

相馬郡新地町 52 0.63% 

双葉郡浪江町 23 0.11% 

白河市 10 0.02% 

双葉郡富岡町 10 0.06% 

その他（須賀川市等） 35 － 

行方不明者 1,049 － 
※都道府県別死者・行方不明者数は警察庁発表（H23.5.1） 

※市町村別死者数は各県警察発表 

青森県 

死者 3 
市町村 死者数 死亡率 

三沢市 2 0.00% 

八戸市 1 0.00% 

行方不明者 1 － 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢別

性別

年齢別

性別

年齢別

性別

年齢別

性別

青
森

県
岩

手
県

宮
城

県
福

島
県

10歳未満

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

90代

100歳以上

不明

男

女

不明

死者数の年齢別・性別割合

（参考）阪神・淡路大震災の死亡率 

0.17%（兵庫県内） 

※死亡率は平成22年国勢調査を用いて算出 

※兵庫県HP及び平成2年国勢調査より算出 
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0 600 1200m 

釜石港の浸水状況 

※2011年の痕跡高のうち、国総研・港空研は国土交通省国土政策総合研究所、（独）港湾空港技術研究所の現地調査結果（T.P.基準換算）である。 
※浸水域は、釜石市防災マップ、国土地理院浸水範囲概況図（2011年東北地方太平洋沖地震津波）をもとに作成 

※明治三陸地震津波による浸水高は、内務省土木試験所報告の数値。 

7.32m 

7.61m 

8.64m 

防災マップの浸水域 

明治三陸地震津波の遡上域 
昭和三陸地震津波の遡上域 
1960年チリ地震津波の遡上域 

2011年3月11日の浸水範囲 

4.40m（明治三陸地震） 

4.40m（明治三陸地震） 

2011年3月11日の痕跡高 

（国総研・港空研） 

明治三陸地震津波の浸水高 

8.21m 

7.99m 

10.66m 

2011年3月11日の痕跡高（ 土木学会） 

※2011年の痕跡高のうち、土木学会は『東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ』の現地調査結果（T.P.基準換算）である。 

想定地震：①明治29年三陸地震津波 

②昭和8年三陸地震津波 

③想定宮城県沖連動地震 

【津波高さ】 

・2011年東北地方太平洋沖地震 

   8.1m 

・1960年チリ地震 

   3.5m 

・1933年昭和三陸地震 

    5.2m 

・1894年明治三陸地震 

    5.4m 
（気象庁公表資料、海岸工学委員会の調査、日本
津波被害総覧（1985）より） 
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＜津波の襲来状況＞国交省釜石港湾事務所撮影 

地震発生26分後：津波第1波がケーソン目地から流入 

地震発生31分後：津波第1波が北堤を越流（斜下図） 

地震発生46分後：津波第1波が引き一部欠けた北堤 

＜防波堤有／無を計算で比較＞ 

地震発生34分後：津波第1波が防潮堤を越流 

＜津波防波堤の効果＞ 

防波堤で湾の入口を絞り、湾
内への海水の流入を絞る 

①津波高を低減 
②港内の水位上昇を遅延 
  （避難時間確保） 
③流速を弱め破壊力を低減 

釜石港湾口防波堤の減災効果 

釜石沖GPS波浪計
津波高（観測値）

6.7m

津
波
防
波
堤
が
無
い
場
合

津
波
防
波
堤
が
あ
る
場
合

沖合約20km

津波発生時の海面

水深 204m

遡
上
高

津波高13.7m
ビル3階相当
高さまで浸水

遡上高20.2m
防潮堤
（海面上の高さ4.0m）

釜石沖GPS波浪計

津波高（観測値）

6.7m

津波発生時の海面
津波防波堤

（海面上の高さ6.0m）

津波の進入を
せき止め

遡
上
高

防潮堤を超えるまで34分

防潮堤
（海面上の高さ4.0m）

津波高8.1m

津波高

４割低減 防潮堤を
超える時間

６分遅延

津波流速6.6m/s

遡上高10.0m

防波堤前の
津波高10.8m

津波流速3.0m/s

防潮堤を超えるまで28分

遡上高

５割低減
津波流速

５割低減

※ 津波防波堤がある場合の津波高さ(8.1m)は現地津波痕跡高、防潮堤を越えるまでの時間(34分）は現地事務所での計測値。それ以外はシミュレーション結果による。
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逃げ遅れなかった人の避難の所要時間
（地震後の避難開始時間＋避難所までの到達所要時間）

○ 生存者へ避難に要した時間をアンケート調査した結果は下図のとおり（有効回答数411） 。 
○ これより、大きく２つのグループ（A,B）に分けられる。グループAは避難時間が短く、生存者が多い。グループB

は逃げ遅れ等により、生存者が尐ない。 
○ グループAの24～30分、グループBの49 ～55分の避難者は、湾口防波堤の6分の遅延効果がなければ、逃げ

遅れたものと考えられる。その割合いは全避難者の約13％。 
○ なお、釜石市の避難者数約9,900人（ピーク時）に上記の効果を試算すれば約1,300人に相当する。 

釜石湾口防波堤による6分の遅延効果に対する試算 

※ 平成23年5月・6月に国土交通省釜石港湾事務所と釜石市が釜石市内の避難所にて実施。避難に要した時間は、地震の揺れが
収まってから避難を開始した時間と、それから避難所までの到着時間それぞれの回答の和で算定。 

※ 有効回答者（サンプルサイズ）は４１１人であり、母集団約９,９００人に対して９５％の信頼度の下でサンプリング誤差は約５％。 

※グラフ上の「所要時間」は地震の揺れが 

  収まった時間(0:03)を起点としている。 

湾口防波堤による遅延効果により避難
できたと考えられる人 
（生存者に占める割合＝５５/４１１=１３%） 

地震の揺れが収まり 

大津波警報発令（0:03） 

防潮堤を津波の第一波が越流（0:34） 

  →津波が市街地に浸入 

湾口防波堤を津波 

第一波が越流（0:31） 

平均値４６ 

平均値４ 

グループA 

グループB ５０人 

５人 

人
数 

所要時間（分） 

湾口防波堤なし 

湾口防波堤あり 

6分 

6分 

地震発生 

（0:00） 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

２．津波対策における課題 

（１）対象津波の設定と背後地の防護のあり方 

○地域防災計画における想定地震（太平洋沿岸） 

○海岸堤防高さ充足率 

○ハザードマップの作成・公表状況 

（２）背後地への浸水を前提とした避難対策の充実 

○避難所でのアンケート結果 

○防災教育の成果等 

○避難対策（即時浸水予測システム） 

（３）施設の計画・設計における防護目標の確立 

○現行技術基準における外力の考え方 

（４）広域的な津波災害への対応 

○主な海溝型地震の発生間隔 

○海溝沿いの主な地震の今後３０年以内の発生確率 

（５）港湾の応急対応の重要性と課題 

  ○東日本大震災の広域性 

○東北のものづくり産業を支える港湾 

○産業物流のサプライチェーンを支える港湾 

○被災地以外の産業活動への影響 

○港湾の業務継続計画（港湾ＢＣＰ） 

○港湾における初動対応 

○港湾の応急対応（仙台塩釜港（仙台港区）の航路啓開） 

○庁舎等の機能強化 
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地域防災計画における想定地震（太平洋沿岸） 

  各港湾が所在する自治体は災害対策基本法に基づく地域防災計画において、想定地震を設定し、
それに対する津波に備えている。 
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500年間隔地震 

十勝沖地震 

明治三陸地震 

房総沖地震 

日向灘地震 

東海・東单海・单海地震 

東海地震 

東海・東单海地震 

单海地震 

東单海・单海地震 

宮城県沖地震 
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海岸堤防高さ充足率（港湾局所管海岸） 

80％以上 
60～79％ 
40～59％ 
20～39％ 
0～19％ 

凡 例 

※富山県：想定
津波高さ未設定
（全海岸延長） 

※島根県：想定
津波高さ未設定
（全海岸延長） 

※京都府：想定
津波高さ未設定
（全海岸延長） 

※福岡県：約6

割が想定津波
高さ未設定 

※長崎県：想定津波高さ
未設定（全海岸延長） 

※熊本県：想定津波高さ
未設定（全海岸延長） 

想定津波高* 

より高い 

2,476km（60.0%） 

想定津波高* 

より低い 

658km（16.0%） 

調査を要する延長 

990km（24.0%） 

港湾局所管 

海岸延長計 

4,124km 

海岸堤防高さ充足率［H22.3］ 

*来るべき地震津波高さに対して、既往の津波実績や内閣府等の試算等から
海岸管理者が独自に設定。 

国土交通省港湾局調べ 
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ハザードマップの作成・公表状況（港湾局所管海岸を所有する市町村） 

国土交通省港湾局調べ 

80％以上 
60～79％ 
40～59％ 
20～39％ 
0～19％ 

凡 例 

津波ハザードマップ作成・公表率（％）［H22.3］ 

作成・公表済み* 
234（56.4%） 

未作成 

181（43.6%） 

港湾局所管海岸を
所有する市町村 

415 

*一部の海岸で作成・公表済みの市町村を含む 

28 



避難所でのアンケート結果 

すぐに避難しなかった主な理由（複数回答） 
 

「家族や同僚の安否を確認していた」･･･２５％ 

 

「防波堤や防潮堤を超えるような津波は来ない
と思った」･･･２４％ 

 

「地震の後片づけをしていた」･･･２１％ 

  

 「過去の経験から大きな津波が来ないと思い、
避難が遅れた」・・・２０％ 

 

「津波のことは考えつかなかった」･･･１４％ 
自宅が被災すると思ったか 

「壊れる・ 

浸水すると思った」 

４４％ 

「特に考えず」 

１５％ 

「被害は出ないと 

思った」 

４０％ 
※ＮＨＫ報道（ＮＨＫ、東洋大学、環境防災総合政策研究機構の共同で、岩
手県釜石市と宮城県名取市の避難所でおよそ２００人にアンケート調査を
実施した結果）を元に作成 

「すぐに避難した」 

６２％ 

「すぐに避難せず」 

「避難せず」 

３８％ 

地震直後に避難したか 
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■ 避難の方法について（有効回答数３５５） 
   １ 徒歩       ６５％ 
   ２ 自動車      ３３％ 
   ３ 自転車         ２％ 

■ スムーズに避難できたか、又はできなかったその理由（有効回答数３５７） 
   １ スムーズに避難できた     ７１％ 
   ２ 最初の津波警報を聞いて、防波堤や防潮堤を越えるような津波は来ないと思った。  ６％ 
   ３ 道路が渋滞していた。瓦礫で道路が塞がっていた     ６％ 
   ４ 一人では動けなかった。または、お年寄りなど動けない家族等がいた    ３％ 
   ５ 過去の経験から自分のいるところは安全だと思った    ３％ 
   ６ 避難場所を知らなかった。どこに逃げたらよいか分からなかった。   ３％ 
   ７ その他       ８％ 
 

■ 津波の避難情報を何で知ったか（有効回答数３３２） 
   １ 防災無線      ４１％ 
   ２ 避難している人から      １７％ 
   ３ ラジオ       １３％ 
   ４ テレビ        ９％ 
   ５ 自己判断（勘・経験 等）      ８％ 
   ６ 消防等の広報車        ５％ 
   ７ その他       ６％ 
 

■ 津波から難を逃れた要因（有効回答数３２２） 
   １ 防災訓練の経験があったから     ２１％ 
   ２ 市の広報等により常に防災意識が高かった    １９％ 
   ３ 家族などの伝承があったから     １６％ 
   ４ 避難所が近くにあった、あるいは発生時から安全な場所にいた   １１％ 
   ５ 周りからの指示（職場 等）     １０％ 
   ６ 自己判断（勘・経験 等）       ８％ 
   ７ 運や偶然       ８％ 
   ８ その他       ７％ 

自宅
50%

職場
31%

学校
1%

その他（外出・

外勤先 等）
18%

地震発生時の居場所
（有効回答数377）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

人
数

年齢

回答者の年齢分布
（有効回答数375、性別構成は

男性6割、女性4割）

【回答者の属性】 

避難所でのアンケート結果 

30 
※ 平成23年5月・6月に国土交通省釜石港湾事務所と釜石市が釜石市内の避難所にて実施。 

※各設問の回答割合の合計は小数点の丸めの関係上、１００％とならないことがある。 



防災教育の成果等 

○釜石市はこれまでの継続的な津波防災教育により、地域の将来の担い手であり、地域の財産で
ある“子どもたちの命”を守ることに成功した。 

○釜石市の小学生1,927人、中学生999人（H23.3.1時点）のうち、津波襲来時時において学校

の管理下にあった児童・生徒については、適切な対応行動をとることによって、一人の犠牲者
もだすことなく、大津波から生き残ることができた。 

○また、市内の幼稚園児、保育園児においても、犠牲者はゼロであった。 

参考：群馬大学広域首都圏防災センターHP、片田教授講演等 

（群馬大学・片田教授提供） （鵜住居地区住民が撮影、群馬大学・片田教授提供） 

津波によって浸水した鵜住居小学校
（手前）と釜石東中学校（奥） 

小中学生が一緒に避難している様子 

 
大槌湾（鵜住居・片岸周辺）の津波浸水範囲 

釜石市の防災教育における津波避難３原則 

①想定にとらわれるな…ハザードマップはあくまで目安。頭から信じ込まないこと。 

②最善を尽くせ… もっと高くまで逃げられないか、など、常に最善を求めること。 

③率先し避難せよ… 全体の動きをみて避難の群れに身を投じるのではなく、率先して   

                  避難することでほかの人の避難意識を高めよ 

31 



避難対策（即時浸水予測システム） 

 

○浸水予測データベースに、
GPS 波浪計による津波観
測情報を入力することで、
浸水予測図が検索・表示さ
れるもの。 

○観測データが集まることに
より検索されるデータが絞
り込まれる。 

○津波発生後初期の段階で
は観測されたデータ数も尐
ないため、検索される浸水
予測図が多くなるが、徐々
に観測データが多くなると
検索される浸水予測図が
絞り込まれる。 

即時浸水予測システム 

【参考】津波に強い東北の地域づくり検討調査 報告書 
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■H7年阪神大震災を受けてレベル2地震動を導入 
 ○ H11年 港湾基準の改正： 地震動をレベル１、レベル2に区分。耐震強化岸壁については,レベ

ル２地震動に対する耐震性能照査を導入。 

 ○ H16年 海岸保全施設基準の改正： 地震動をレベル１、レベル2に区分。高い耐震性能が必要

とされる施設については，レベル２地震動に対する耐震性能照査を導入。 

■H19年 港湾技術基準の改正 
 ○ 技術基準を性能規定化し、永続作用、変動作用、偶発作用を定義。 

   ・永続作用： 自重、土圧等、設計供用期間中に常に生じる作用 

   ・変動作用： 風、波浪、レベル１地震動等、設計供用期間中に生じる可能性の高い作用 

   ・偶発作用： 津波、レベル2地震動、偶発波浪、火災等、設計供用期間中に生じる可能性は低
いが、当該施設に大きな影響を及ぼすと想定される作用。 

現行技術基準における外力の考え方 

地震 津波  波浪（高潮） 

レベル１ 

(変動作用) 

■レベル１地震動 

 供用期間中に発生する可
能性の高い地震動 

 ⇒ 再現期間75年の地震動 

 

 

■波浪（変動作用） 

 供用期間中に発生する可能性
の高い波浪 

⇒ 再現期間50年の波浪  

レベル２ 

(偶発作用)  

■レベル２地震動 

 その地点で想定される最
大規模の地震動 

 ⇒ 中央防災会議等の調査
結果等を踏まえて設定 

■偶発波浪 

 左記と同じ 

⇒ 施設に最も厳しい波浪、又は
再現期間100 年以上の波浪 

 ※偶発波浪の設定レベルの考え
方や方法が曖昧 

■津波（偶発作用） 

 供用期間中に発生する可能性は低い
が施設に大きな影響を及ぼす作用 

 ⇒ 既往最大津波、防災上適切と考え
られる規模の津波等を踏まえ設定 

 ※最大規模の想定津波の設定レベル
の考え方や方法が曖昧 
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主な海溝型地震の発生間隔 

※参考資料「地震考古学」（中公新書）、日本被害津波総覧（東京大学出版会）、日本の地震断層パラメータハンドブック（鹿島出版会） 

1605年 

1707年 

1854年 

1944年 
1946年 

慶長地震（M7.9） 

宝永地震（M8.6） 

安政单海地震（M8.4） 安政東海地震（M8.4） 

单海地震（M7.9） 東单海地震（M7.9） 

单海地震 東单海地震 東海地震 

2011年 

102年 

147年 

90年 

1611年 

1677年 

1896年 

1933年 

2011年 

1897年 

延宝房総沖地震（M8.0） 

慶長三陸地震（M8.1） 

東北地方太平洋沖地震（M9.0） 

明治三陸地震（M8.5） 宮城県沖地震（M7.7） 

昭和三陸地震（M8.1） 

单海トラフ 

2011年 

1703年 
元禄関東地震（M7.9-8.4） 

1923年 
大正関東地震（M7.9） 

関東地震 房総沖地震 三陸地震 

宮城県沖地震（M7.4） 
1978年 
1994年 

三陸はるか沖 

地震（M7.5） 

220年 

81年 
37年 

33年 
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地震調査研究推進本部「海溝型地震の長期評価の概要」 

 （算定基準日 平成23年(2011年)1月1日）より作成 参考：今後３０年間で遭遇する確率 
 
○交通事故で死亡…約 ０．２％ 
○交通事故でけが…約 ２０％ 
○火災で死傷…約 ０．２％ 
○火災に被災…約 ２％ 
 

【出典】地震調査委員会事務局 

南関東 
(Ｍ6.7～7.2程度) 

70％程度 

東南海 
（Ｍ8.1前後） 

70%程度 

安芸灘～豊後水道 
（Ｍ6.7～7.4） 

40％程度 三陸沖 南部海溝寄り(Ｍ7.7前後) 

 80～90％ 

首都直下型地震による被害想定 
（東京湾北部地震の場合：夕方１８時・風速15m/s） 

  ○死 者 数：約１１，０００人 

  ○経済被害：約１１２兆円 

【出典】中央防災会議資料（H17.7.22） 

南海 
(Ｍ8.4前後) 

60％程度 

東海 
（Ｍ8程度） 

87％(参考値) 

海溝沿いの主な地震の今後３０年以内の発生確率 

三陸沖 北部(Ｍ7.1～7.6) 

90％程度 

根室沖（Ｍ7.9程度） 

40～50％程度 

日向灘 
(Ｍ7.1前後) 

70～80％ 

与那国島周辺 
(Ｍ7.8程度) 

30％程度 

宮城県沖（Ｍ7.5前後）99％ 

三陸沖～房総沖・津波地震 

（Ｍt8.2前後）20％程度 

茨城県沖（Ｍ6.7～7.2） 

90％程度以上 
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東日本大震災の広域性 

大阪 神戸 

尼崎西宮芦屋 

阪神・淡路大震災 

八戸 

小名浜 

茨城 

鹿島 

仙台塩釜 

大船渡 

釜石 

宮古 

久慈 

相馬 

石巻 

東日本大震災 

避難者 32万617人 
避難所 約1,200ヶ所 
 ・マグニチュード7.3 
 ・最大震度7 
 ・死者6,434人（不明者3人） 

避難者 46万8,653人 
避難所 2,506ヶ所 

 ・マグニチュード9.0 
 ・最大震度7 
 ・死者1万5,434人（不明者7,931人） 
    ※6月13日17:00時時点 

被災直後の港湾の状況 
    利用可能  
    一部利用可能 
    利用不可能 

東播磨 

東日本大震災の被害は、神戸港以外の大阪港等の近隣港湾が利用できた阪神・淡路大震災と違い、青森県八戸港から茨城県
鹿島港の広域にわたり全ての港湾が使用不可能となったため、東北一円の生活・産業に必要な物資が入ってこない状況となった。 

赤字：ピーク時の値 
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仙台塩釜港 
石巻港 

 釜石港 

茨城港 

茨城港臨海部 

・日立製作所(電気機器) 

・ コマツ(建設機器) 

・日立建機(建設機器)  等 

 
鹿島火力発電所 

常陸那珂火力発電所 

 八戸港 

広野火力発電所 

常磐共同火力 

勿来火力発電所 

相馬港 

小名浜港 

小名浜港臨海部 

・小名浜精錬(銅精錬) 

・日本製紙(製紙)  等 

 

 大船渡港 

 宮古港 

 久慈港 

セントラル自動車 

（自動車組立） 

新日本製鐵(鉄鋼) 秋田港 

酒田港 

青森港 

能代港 

リサイクル関連企業(金属くず) 

ジャパンエナジー(石油製品) 

宇部三菱セメント(セメント) 

日本大昭和板紙(製紙) 

完成自動車 

原油、石炭 

石炭 

石炭 

鉄鉱石、石炭 

金属鉱 

鹿島港 

鋼材、石油製品 

相馬共同火力発電所 

大船渡港臨海部 

カメイ(石油製品) 

太平洋セメント(セメント) 等 

 

東北のものづくり産業を支える港湾 

緊急物資としての燃料油や､電
力確保に不可欠な火力発電所
に必要な石炭の輸入港湾（相
馬港､小名浜港､鹿島港等） 

製造業の製品・半製品等の
サプライチェーンを支える国
際コンテナ港湾 
（仙台塩釜港 等） 

畜産拠点「東北」向け飼料原
料の穀物の輸入拠点 
（八戸港、石巻港、鹿島港 等） 
 

地元の雇用・経済を支える
地場産業（製紙業・合板工
場等）の生産に必要な木材
チップ・原木の調達拠点（八
戸港、大船渡港、石巻港 等） 
 

石炭 

鋼材 

鉄鋼 

立地企業数 24社 

立地企業数 55社 

立地企業数 118社 

八戸臨海工業地帯 

・三菱製紙(製紙) 

・大平洋金属(金属鉱、鉄鋼) 

・八戸セメント(セメント) 等 

 

東北の産業・発電所と港湾 

立地企業数 70社 津軽地域工業地域 

（事務用機器、冷凍食品等） 

北上川流域工業地域 

・関東自動車工業(自動車組立) 

・アイシン東北(自動車部品) 

仙台臨海工業地帯 

・JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ(石油精製) 

・東北スチール(鉄鋼) 

・仙台飼料(飼料) 

・日本製紙(製紙) 

・セイホク(木材製材)  等 

 立地企業数 155社 

福島地域工業地域 

（印刷装置、映像機器、ビール等） 

郡山地域工業地域 

（医薬品、電池 等） 

鹿島臨海工業地帯 

・住友金属工業(鉄鋼) 

・鹿島石油(石油精製) 

・三菱化学(石油化学) 

・昭和産業(飼料)   等 

 立地企業数 134社 

産業を支える港湾の 
早期復旧が課題 

損壊して利用不能となった岸壁 
(相馬港) 

荷役機械の倒壊により荷役不
能となった岸壁 (仙台塩釜港) 

地盤沈下や護岸損壊による浸水
の被害が甚大なサイロ(石巻港) 
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東北地方太平洋側港湾
の被災により東北・北関
東に寄港する基幹コン
テナ航路が休止 

東日本地域の国際コン
テナ貨物の釜山港等へ
の流出 

原発事故による風評被
害により、基幹コンテナ
航路が京浜港を抜港 

大船渡 

仙台塩釜 

小名浜 

茨城（常陸那珂） 

鹿島 
東京 

秋田 

函館 

苫小牧 釧路 

新潟 

八戸 

釜山 

基隆 

博多 

釜山 

上海 

シアトル 

清水 名古屋 

ロサンゼルス 

大船渡 

仙台塩釜 

鹿島 
東京 

秋田 

八戸 

小名浜 

茨城（常陸那珂） 

苫小牧 
釧路 

新潟 

釜山 

ロサンゼルス 

名古屋 

博多 

釜山 

シアトル 

清水 

※二重線は、震災
で休止し、その後復
旧した航路 

ウラジオストク 

伏木富山 

函館 

基隆 

７月２０日現在の回復状況 地震発生前 

コンテナ港湾の機能回復が遅れる
と、日本の産業・経済全体に大きな
影響が及ぶ 

東北地方と京浜港を結
ぶ内航フィーダー航路
も休止 

東北・北関東に寄港する外貿定期コンテナ航路の状況 

貨物量： 13,316 TEU* 

航路便数：６．５便 

貨物量： 343 TEU* 

航路便数：２便 

京浜港の地盤沈下 
・京浜港 コンテナ 釜山へ流出 
 国際戦略港湾  初年度に逆風 
（６月１７日 神奈川新聞） 

産業物流のサプライチェーンを支える港湾 

*貨物量は、2010年5月
と2011年5月の比較 
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JX日鉱日石エネルギー 
仙台製油所 
稼働停止中 

八戸油槽所 

塩釜油槽所 

青森油槽所 

秋田油槽所 

酒田油槽所 

西日本の製油所：フル稼働 

関東地方の製油所も被災により生産能力が
低下したことで東日本の供給能力が激減。 

釜石油槽所 

小名浜油槽所 

主な製油所 
   製油所（被災あり） 
   製油所（被災無し） 

東北地方の主な油槽所 
  油槽所（被災あり） 
   油槽所（被災無し） 

コスモ石油 
千葉製油所 
稼働停止中 

日本海側港湾への海上輸送 

JX日鉱日石エネルギー 
鹿島製油所 
稼働停止中 

各地の製油所の稼働率アップによる追加
増産分等を東北地方へ転送 

  約2万ｋｌ／日（３月１７日時点） 
(※ 海上輸送分、陸上輸送分の合計) 

北海道の製油所：フル稼働 

仙台製油所における火災発生状況 

○  東日本大震災により東北地方太平洋側の製油所及び油槽所が被災し、東北地方における燃料供給能力が激減。 

○  東北地方太平洋側の港湾も被災しており、タンカーの入港が不可能な状況。 

 

○ 北海道や西日本の製油所の稼働率を最大限まで引き上げるとともに、被災していない日本海側港湾（秋田港、酒田港）への
海上輸送や鉄道を活用して、東北地方で必要な石油等の燃料（3.8万kl/日）の供給を確保。 

秋田港 

酒田港 

東北全体では1日当たりの 

燃料油販売量：3.8万kl／日 

被災地以外の産業活動への影響（石油の代替輸送例） 

青森港 

東北各県への鉄道輸送 

出典：経済産業省資料を基に国土交通省港湾局作成 39 



北陸、中部、中国地方 
から陸上輸送で代替供給 

２００９年 
配合飼料生産量 
２，４３５万トン 

北海道における増産量：     

       約 ６．２万トン 

九州における増産量：     

      約４．３万トン 

中部における増産量：     
      約４．３万トン 

中国における増産量：     
      約２．８万トン 

被災港湾周辺に立地する配合飼料製造
工場は操業停止 

× 

× 

× 

× 

北海道から 
海上輸送（フェリー含む）で代替供給 

（青森港、八戸港、能代港、秋田港、
酒田港で受入） 

九州地方・中国地方(一部)から 
海上輸送で代替供給 

（八戸港、仙台塩釜港、青森港、能代港、
秋田港、酒田港、新潟港で受入） 

○ 東日本大震災により、全国シェアの３割を占める東北・北関東における配合飼料工場が被災し、東北地方における
飼料供給が著しく不足。各地の飼料工場で増産し、東北地方へ海上輸送や陸上輸送を行うことにより供給。 

そのうち被災港湾における
生産量のシェアは３１．２％ 

北陸における増産量：     
      約２．２万トン 

× 

注1：各地方における増産量は各企業へのヒアリングによるものであり、被災後から２ヶ月間（５月１０日まで）の合計値 
注2：×は被災により3月末の段階では操業が停止していた港湾。 
出典）農水省「流通飼料価格等実態調査（2009年）」及び関係者へのヒアリングを基に国土交通省港湾局作成 

東北地方での配合飼料供給量 

約8,800トン/日（４月２５日時点） 

※ 東北地方での平時の配合飼料供給量は
約１万トン/日 

各地での配合飼料増産分等を東北地方
へ転送：約3,500トン/日（４月２５日時点） 
(※ 海上輸送分、陸上輸送分の合計) 

被災地以外の産業活動への影響（配合飼料の代替輸送例） 
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港湾の業務継続計画（港湾BCP） 

緊急物資輸送
○各施設の安全確保
○資機材の調達
○人員・体制の確保
○情報疎通体制の確保

国際コンテナ物流
（企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○荷役機器・動力の確保
○人員確保・利用調整体制の構築
○情報疎通体制の確保

人の海上・水上輸送支援
（帰宅困難者、企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○利用船舶等の確保
○人員・体制の構築
○情報疎通体制の確保

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路
の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

荷役機械、オペレーター等の融通・確保、
情報の把握、発信等

受け入れ態勢の構築

７２時間後

荷役の順次再会

運用の再開

４８時間後２４時間後災害発生 １週間後

緊急物資荷役の実施、背後地への物資輸送

運用の再開

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

荷役機械、オペレーター、ＣＩＱ等の融通・確保、通信体制の確立、情報の把
握・発信開始等

運用の再開

受け入れ態勢の構築

施設の点検・復旧

岸壁、背後ヤード、泊地、河川、運河、啓開路線道路の
点検、ルート選定、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

航行可能船舶の手配・配置、港湾における
乗下船体制の構築（人員、資材等の融通確保）
情報の把握・発信開始 等

受け入れ態勢の構築

運用の再開をはやめる。
容量を拡大する。

ＢＣＰ支援（従業員参集）対応開始

帰宅困難者対応

運用の再開

「時間的制約」、「情報の制約」、「復旧資機材不足、施設運用人員不足等の対応手段の不足」、
平時には無い、新たな需要」にいかに対応するか？

湾内外での広域的協働活動で迅速な対応が可能に！

緊急物資輸送
○各施設の安全確保
○資機材の調達
○人員・体制の確保
○情報疎通体制の確保

国際コンテナ物流
（企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○荷役機器・動力の確保
○人員確保・利用調整体制の構築
○情報疎通体制の確保

人の海上・水上輸送支援
（帰宅困難者、企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○利用船舶等の確保
○人員・体制の構築
○情報疎通体制の確保

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路
の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

荷役機械、オペレーター等の融通・確保、
情報の把握、発信等

受け入れ態勢の構築

７２時間後

荷役の順次再会

運用の再開

４８時間後２４時間後災害発生 １週間後

緊急物資荷役の実施、背後地への物資輸送

運用の再開

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

荷役機械、オペレーター、ＣＩＱ等の融通・確保、通信体制の確立、情報の把
握・発信開始等

運用の再開

受け入れ態勢の構築

施設の点検・復旧

岸壁、背後ヤード、泊地、河川、運河、啓開路線道路の
点検、ルート選定、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

航行可能船舶の手配・配置、港湾における
乗下船体制の構築（人員、資材等の融通確保）
情報の把握・発信開始 等

受け入れ態勢の構築

運用の再開をはやめる。
容量を拡大する。

ＢＣＰ支援（従業員参集）対応開始

帰宅困難者対応

運用の再開

緊急物資輸送
○各施設の安全確保
○資機材の調達
○人員・体制の確保
○情報疎通体制の確保

国際コンテナ物流
（企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○荷役機器・動力の確保
○人員確保・利用調整体制の構築
○情報疎通体制の確保

人の海上・水上輸送支援
（帰宅困難者、企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○利用船舶等の確保
○人員・体制の構築
○情報疎通体制の確保

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路
の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

荷役機械、オペレーター等の融通・確保、
情報の把握、発信等

受け入れ態勢の構築

７２時間後

荷役の順次再会

運用の再開

４８時間後２４時間後災害発生 １週間後

緊急物資荷役の実施、背後地への物資輸送

運用の再開

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

荷役機械、オペレーター、ＣＩＱ等の融通・確保、通信体制の確立、情報の把
握・発信開始等

運用の再開

受け入れ態勢の構築

施設の点検・復旧

岸壁、背後ヤード、泊地、河川、運河、啓開路線道路の
点検、ルート選定、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

航行可能船舶の手配・配置、港湾における
乗下船体制の構築（人員、資材等の融通確保）
情報の把握・発信開始 等

受け入れ態勢の構築

運用の再開をはやめる。
容量を拡大する。

ＢＣＰ支援（従業員参集）対応開始

帰宅困難者対応

運用の再開

緊急物資輸送
○各施設の安全確保
○資機材の調達
○人員・体制の確保
○情報疎通体制の確保

国際コンテナ物流
（企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○荷役機器・動力の確保
○人員確保・利用調整体制の構築
○情報疎通体制の確保

人の海上・水上輸送支援
（帰宅困難者、企業のＢＣＰ支援）

○各施設の安全確保
○利用船舶等の確保
○人員・体制の構築
○情報疎通体制の確保

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路
の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

荷役機械、オペレーター等の融通・確保、
情報の把握、発信等
荷役機械、オペレーター等の融通・確保、
情報の把握、発信等

受け入れ態勢の構築

７２時間後

荷役の順次再会

運用の再開

４８時間後２４時間後災害発生 １週間後

緊急物資荷役の実施、背後地への物資輸送

運用の再開

岸壁、背後ヤード、泊地、運河、啓開路線道路の点検、復旧優先順位の検討、復旧 等

荷役機械、オペレーター、ＣＩＱ等の融通・確保、通信体制の確立、情報の把
握・発信開始等

運用の再開

受け入れ態勢の構築

施設の点検・復旧

岸壁、背後ヤード、泊地、河川、運河、啓開路線道路の
点検、ルート選定、復旧優先順位の検討、復旧 等

施設の点検・復旧

航行可能船舶の手配・配置、港湾における
乗下船体制の構築（人員、資材等の融通確保）
情報の把握・発信開始 等

受け入れ態勢の構築

運用の再開をはやめる。
容量を拡大する。

ＢＣＰ支援（従業員参集）対応開始

帰宅困難者対応

運用の再開

「時間的制約」、「情報の制約」、「復旧資機材不足、施設運用人員不足等の対応手段の不足」、
平時には無い、新たな需要」にいかに対応するか？

湾内外での広域的協働活動で迅速な対応が可能に！
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港湾における初動対応 

42 

緊急物資輸送のための航路等の啓開 
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石
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3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 

航路等の啓開の
継続 

港湾の一部復旧及び荷役作業体制の確保 

利用岸壁の追加 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣 は3/12～6/8までで、延べ932人 

3/14開始 

○暫定利用バース数 
  166ﾊﾞｰｽ/373ﾊﾞｰｽ     
        （４５％） 
※ -4.5m以深の公共

岸壁を対象 
    （6月20日現在） 

○港湾の入港状況数 
     (6月20日現在） 
   食料等  ７６隻 
   油      ５２８隻 
  その他   １３０７隻  

○漂流船の確認数 
    （6月17日現在） 
  大型    １８隻  
  小型   ４７３隻 
○収容隻数  ２６隻    
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と
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3/13 

物資提供（白山、清龍丸、海翔丸） 

非常食 14,300食  
飲料水 22,600L  
重 油  29,000L    

大型浚渫船兼油回収船等による物資提供（白山、清龍丸、海翔丸等） 

大
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(3/17～) 沖合で確
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の収容 

地
震
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11 
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■仙台塩釜港（仙台港区）の航路啓開 

■測量による障害物分布状況 ５３１地点 

■障害物の引き揚げ作業 

コンテナ 自動車 トレーラー 

平成２３年３月１４日 海底状況の確認調査開始 

平成２３年３月１５日 航路啓開作業に着手、高松埠頭岸壁前面の音速 

                             深浅測量実施、ナローマルチビームによる海域 

              地形測量実施 

平成２３年３月１８日 高松埠頭（-12m）１バースが開放、引き続き航路 

               啓開作業及び海域地形測量 実施 

平成２３年５月３１日現在 公共岸壁（-4.5m以上）12バースが開放（一部暫定） 

 

障害物の撤去状況 （５月２１日 作業終了）  
    
   ５３１点／５３１地点 （100％） 
    
  （揚収物の内訳） 
      コンテナ ３３５個 
      自動車   ２６ 個 
      その他   ７４ 個 

参考 塩釜港区 
  （ ２３０地点／２３０地点 （100%）（４月１８日 完了） ） 

揚収地点 

港湾の応急対応（仙台塩釜港（仙台港区）の航路啓開） 
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庁舎等の機能強化 

（大船渡港） 

海側 

浸水髙 

約２ｍ 

（塩釜港湾・空港整備事務所本庁舎） 

庁舎の被災状況 港湾緊急物資の一時保管所や 

被災した上屋の代替となった大型テント 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

３．津波の規模や発生頻度に応じた防災・減災目標の明確化 

○２段階（防災・減災）の総合的津波対策 
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津波レベル 

の定義 

津波の 

発生頻度 

達成すべき 

防護目標 

総合的津波対策 

防災施設 土地利用 避難対策 

発生頻度の 

高い津波 

 

その地点で施設
の供用期間に発
生する可能性が
高い津波 

数十年～ 

百数十年に
１回 

・人命を守る 

・財産（堤内地）を
守る 

・経済活動（堤内
地）の継続 

・発災直後に必要
な港湾機能の 

 継続 

・堤内地の浸水
を防止するよう
計画・設計 

・堤外地の重
要な港湾施
設が被災し
ないよう計
画 

 

・最悪の
シナリオ
を想定し
て計画 

 

最大クラスの 

津波 

 

その地点で想定
される最大規模
の津波 

数百年～ 

千年に１回 

・人命を守る 

・経済的損失の 

 軽減 

・大きな二次災害
の防止 

・早期復旧 

・堤内地の浸水
を許すが、破堤
等により被害が
拡大しないよう
計画・設計 

・必要に応じ多重
防御を検討 

・堤内地の浸
水を前提と
して計画 

 

・最悪の
シナリオ
を想定し
て計画 

 

２段階（防災・減災）の総合的津波対策 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

４．産業活動・まちづくりと連携した防護のあり方 

（１）防護思想の転換 

（２）防護ラインの外側（堤外地）の防護方策 

○港湾における「減災」のイメージ 

○水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化 

（３）民間施設の津波対策 

（４）被災港湾の復旧におけるまちづくりとの調整の基本的考え方 

○復興まちづくり計画と港湾の復旧・復興計画の調整手順 
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港湾における「減災」のイメージ 

48 

水際線の防護ライン

洗掘防止対策等
を講じた防潮堤 

最大クラス 

の津波 

粘り強い構造を 

有する防波堤など 

避難場所 

現行の 

防護ライン 

臨港道路・緑地
等の活用 

みなとまちエリア 産業・物流エリア 

土地利用の見直し、BCP策定 

避難場所 



水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化 

 

 

 

 

 

潮位・波高観測所 

津波・高潮防災ステーション 

陸閘等 

閉じる 

ゲート閉鎖指令 

住民等へ津波・高潮情報伝達 

気象庁 

気象情報伝達 

閉じる 

避難 

水門 

 

 

 

 

 

 

潮位・波高観測所 

津波・高潮防災ステーション 

陸閘等 

閉じる 

ゲート閉鎖指令 

住民等へ津波・高潮情報伝達 

気象庁 

気象情報伝達 

閉じる 

避難 

水門 

 

津波防災ステーション等による海岸防災機能の高度化のイメージ（水門等の自動化・遠隔操作化） 

名古屋港海岸（愛知県） 

相良港海岸（静岡県） 

東京港海岸（東京都） 

 IT（情報通信技術）を活用し、津波に関する防災情報の共有化や施設の管理制御の
高度化等を進める。 
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まちの復興計画（案） 

案１ 

土地利用・施設配置 等 

津波氾濫シミュレーション 

復興まちづくり計画と港湾の復旧・復興計画の調整手順 

案２ 

土地利用・施設配置 等 

復旧案１ 

例：湾口防波堤を復旧しない 

   （防潮堤のみ復旧） 

復旧案２ 

例：湾口防波堤を被災前の 

機能まで復旧 

防波堤、防潮堤の計画 

・・・（代替案）・・・ 

・・・（代替案）・・・ 

浸水域、浸水深 等 浸水域、浸水深 等 浸水域、浸水深 等 

防護目標の達成度の検討、投資を含む実行可能性の検討 等 

・・・ 

まちの 

復興計画 

＋ 

総合的な
津波対策 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

５．避難対策の強化 

（１）浸水想定区域における避難施設の確保 

○港頭地区の労働者の避難施設の必要性 

○避難に係わる施設整備等 

（２）避難に係る情報提供システムの強化・多重化 

○津波警報・注意報の改善 

○ＧＰＳ波浪計による沖合における津波観測 

○海象観測データの伝達体制の強化 
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港頭地区の労働者の避難施設の必要性 

○清水港の袖師・興津・新興津地区において調査した結果、津波到達時間内に避難所への避難が
不可能だと言われている埠頭内労働者は３００人を超えている。 

静岡県調査より作成 
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避難に係わる施設整備等 

【出展】災害時の避難に関する専門調査会 津波防災に関するワーキンググループ 資料より 
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避難に係わる施設整備等 

【出展】災害時の避難に関する専門調査会 津波防災に関するワーキンググループ 資料より 
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津波警報・注意報の改善 

 
津波警報 

津波注意報 

大津波 

津波 

避難に充てられる時間を 

最大限確保するため、地震 

データに基づき迅速に発表
（最大６ｍと予想） 

【東北地方太平洋沖地震発生直後における津波警報等の発表状況】 

 

①マグニチュード推定手法の改善 

できるだけ早期に正確なマグニチュード推定
を可能とするため、 

 ・地震観測網の強化 

 ・地震データ処理手法の開発 

  潮位計（１７２） 
 
沖合津波計 
  GPS波浪計（港湾局）（１２） 
  海底水圧計（１２） 

 

GPS波浪計データに基づき
より適切な警報に更新 

（最大１０ｍ以上と予想） 

GPS波浪計 

 

①津波警報第１報では、技術的な限界からマグ
ニチュードを7.9と過小評価したため、津波の高
さを最大６ｍと予想した 

 

②沖合津波計のデータに基づき津波警報を切り上げたが、地震発
生から28分後と時間を要した 

 

②津波警報切り替え手法の改善 

できるだけ早期に適切な警報に切り替え可能とするため、 
 ・沖合津波観測施設の強化につき、関係機関と連携して検討 

 ・沖合津波計データに基づく津波警報切り替え手法の高度化 

【 課  題 】 

【 対 処 案 】 

警報の更新：地震発生後２８分 第１報：地震発生後３分で発表 速やかに津波監視を開始 

（気象庁資料） 
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ＧＰＳ波浪計による沖合における津波観測 

14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 
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陸上局 

GPS波浪計 
観測情報（無線） 

沖合約20km 

国土交通省 
地方整備局 
港湾事務所 

GPSアンテナを海上に浮かべたブイ
に搭載し、ブイの3次元の動きを捉え
ることで波浪・潮位を観測。 

観測センター 
（独）港湾空港技術研究所（横須賀市） 

気象庁 

水深 

100m～ 

 400m程度 

津波 
情報 

釜石沖GPS波浪計 

データ
送信 

15:10 
急激な上昇 

15:15 
通信途絶 

15:46 
地震発生 

・国土交通省港湾局では沖合の波浪を観測し、港湾施設の設計及び港湾工事に活用するため、GPS波浪計を整
備しており、現在12基が稼働中。津波の観測も可能であるため、気象庁にデータをリアルタイム送信中。 

・今回の震災においては、釜石沖等、東北太平洋沖のGPS波浪計において、津波の第1波を沿岸に到達する10

分ほど前に観測。気象庁はこれを受け、津波警報及び津波高さ予想を引き上げた。 
（宮城県：津波高さ予想6m→10m以上 岩手・福島県：津波高さ予想3m→6m 青森・茨城県：津波警報→大津波警報） 

・津波の第1波を捉えた後、陸上の伝送経路の断絶により観測値をリアルタイム伝送できなくなったが、GPS波浪
計自体は健全で陸上局にデータは記録されており、地震翌々日までのデータはほぼ完全に後日回収。 
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12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18

11日 14:46 【本震】三陸沖（M:7.9→9.0） 
11日 15:06 三陸沖（M:7.0） 

11日14時49分 

岩手、宮城、福島県沿岸に大津波警報を発表 

港湾空港技術研究所資料、気象庁 報道発表資料を元に国土交通省港湾局作成 

地震発生時刻 

3月11日 3月12日 3月13日 

12日20時20分 

大津波警報から津波警報へ変更 

11日 15:15 茨城県沖（M:7.4） 
11日 15:26 三陸沖（M:7.2） 
11日 15:57 茨城県沖（M:6.1） 
11日 16:15 福島県沖（M:6.8） 

11日 17:47 茨城県沖（M:6.0） 
11日 17:19 茨城県沖（M:6.7） 
11日 17:12 茨城県沖（M:6.4） 

11日 16:29 三陸沖（M:6.6） 

11日 20:37 岩手県沖（M:6.4） 
11日 21:13 宮城県沖（M:6.1） 
11日 21:16 岩手県沖（M:6.0） 

12日 0:13 茨城県沖（M:6.6） 
12日 0:19 茨城県沖（M:6.2） 

12日 5:11 三陸沖（M:6.1） 
12日 4:47 秋田県沖（M:6.4） 
12日 4:03 三陸沖（M:6.2） 
12日 3:11 福島県沖（M:6.0） 

12日 10:46 福島県沖（M:6.4） 

12日 23:43 岩手県沖（M:6.1） 
12日 22:15 福島県沖（M:6.0） 

13日 7:13 福島県沖（M:6.0） 
13日 8:25 宮城県沖（M:6.2） 
13日 10:26 茨城県沖（M:6.4） 

：M9.0 ：M8.0 ：M7.0 ：M6.0 

警報・注意報の発表時系列 
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-400 
-200 

0 
200 
400 
600 
800 

岩手单部沖 

GPS波浪計
記録 

15:12 

最大波6.7m 

ＧＰＳ波浪データのリアルタイム送信が続いていれば津波警報等の早期解除が可能であった
と考えられる。 

海象観測データの伝達体制の強化 

13日7時30分 

津波警報を津波注意報に変更 

13日17時58分 

津波注意報解除 15:15 

データ伝送が切断 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

６．粘り強い構造を目指した技術的検討 

○港湾構造物の設計の目標 

○粘り強い防波堤構造のイメージ 

58 



港湾構造物の設計の目標 

外力 
津波 【参考】地震動 

発生頻度の高い津波 最大クラスの津波 L1地震動   L2地震動 

構 

造 

物 

設 

計 

要 

求 

性 

能 

損傷は 

ほとんど 

発生しない 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

防波堤(一般) 

岸壁(一般) 

荷役機械 

避難所 

GPS波浪計 

 

耐震強化岸壁2) 

(緊急物資輸送対応) 
 

迅速な復旧が 

可能な程度 

の損傷 

 

荷役機械 

 

 

耐震強化岸壁2) 

 

津波防波堤 － 

防波堤（津波対応）1) 

津波防波堤 

耐震コンテナバース 
・耐震強化岸壁 

＋免震・制震荷役機械 

減災効果を 

保持できる 

程度の損傷 

 

防波堤（一般） 

   

 

防波堤(津波対応)1) 

 

 

 

－ － 

破壊を許容 

荷役機械3) 

岸壁（一般）3) 

防波堤（一般）3) 

防波堤(一般) 3) 

荷役機械3) 

岸壁(一般) 3) 

＜ ＜ 

１） 防波堤（津波対応）： 通常の防波堤であっても、背後地域の津波減災効果が大きい施設 
２） 地震後に必要とされる最低限の機能（自衛隊等による緊急物資輸送船舶への対応） 

３） 性能照査を実施していない施設 

小 

大 

構
造
物
の
被
災
程
度 

津波防波堤 

防波堤(津波対応)1) 

  

岸壁（一般） 

  

避難所 

GPS波浪計 
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【港外側】 

【港内側】 

越流 越流 

津波による波力 

【粘り強い防波堤構造のイメージ】 

想定津波高（明治39年三陸大津波） 

TP＋4.8m 

（水平波力：1,135kN/m） 

設計波浪高（断面はこれで決定）
Hmax=13.3m、 H1/3=7.4m 

（水平波力：2,373kN/m） 

今回の津波高（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ） 

TP+10.8m 

（水平波力：2,481kN/m） 

≪防波堤に作用する津波波力、波浪波力の比較（釜石港湾口防波堤北堤深部の例）≫ 

■ 一般に外洋に面した港の防波堤は、津波ではなく、台風や冬季風浪等の非常に厳しい波浪条件によりケーソン

の大きさが決定しており、今回のように相当大きな津波に対しても耐えうる程度の滑動抵抗力を有している。  

■ このため、防波堤港内側の基礎マウンドを嵩上げする等の軽微な追加対策により、ケーソンが基礎マウンド上か

ら滑落せずに、防波堤としての最低限の機能を保持できるような「粘り強い構造」を実現することは可能。 

ケーソン 

基礎マウンド 

嵩上げ 

被覆ブロック増設により基礎
マウンドの洗掘を防止 

基礎マウンドを嵩上げすること
により、津波で押されてもケー
ソンはマウンドにめり込み、マ
ウンドから滑落はしない 

粘り強い防波堤構造のイメージ 
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